
「平成２９年度課題解決型インターンシップ事業運営業務」 

の委託に関する企画コンペ実施要領 

 
 平成２９年度に高等教育コンソーシアム宮崎と宮崎県が実施する「平成２９年度課題解決型インタ

ーンシップ事業運営業務」に係る委託先事業者の選定に当たり、この要領に基づき企画コンペを実施

する。 
 
１ 目的 

  本県からの人口流出の大きな要因の一つとしては、若者の県外への進学や就職にある。また、平成 30
年以降 18 歳人口が急激に減少する中、地域や産業の担い手不足が加速することが懸念されており、県
内における産業人財の育成と確保は急務である。 
そこで、本事業では、県内の大学生が県内企業や社会人と交流し、学生が職業観を身に付ける機会を

提供するため、企業と学生のニーズに対応したインターンシップの開発及び運用を行い、本県への若者

の定着・確保と将来の宮崎を担う産業人財の育成を目指す。 
 
２ 委託業務の概要 

別紙「平成２９年度課題解決型インターンシップ事業運営業務」業務委託仕様書のとおり。 
 
３ 委託期間 

  契約締結日から平成３０年３月３１日まで 
 
４ 委託契約額の上限 

  ９，０１０，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。 
 
５ 参加資格要件 

  企画提案に参加できる者は、次の全ての要件を満たすものとする。 
 （１）本業務の実施に当たって、委託者や県の求めに応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えてい

ること。 
 （２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4（一般競争入札の参加者の資格）の規

定に該当しない者であること。 
 （３）政治活動及び宗教活動を事業目的としない者。 
 （４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成 11年

法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産
手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法

に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者と見なす。 
 （５）本業務について、十分な業務遂行能力を有し、過去に本業務相当以上の受託実績を有する者。 
 （６）本業務の実施に当たって、行政、教育関係機関、経済団体、金融機関、企業等の関係機関との連

携体制がとれること。 
 （７）県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）に未納がないこと。 
 （８）この公告の日から委託候補者を選定するまでの間に、委託者や宮崎県からの受注業務に関し、指

名停止の措置を受けていない者。 
（９）宮崎県暴力団排除条例（平成 23年条例第 18号）第 2条第 2号に規定する暴力団又は代表者及び
役員が同条第 4号に規定する暴力団関係者でない者。 

 



６ 企画コンペ方法 

(１)事前説明会 

   平成２９年６月１６日（金）午後３時から 会場：県庁１号館４階 総合政策部会議室 
   企画コンペに参加しようとする者は、原則として事前説明会に参加すること。また、参加する者は、

平成２９年度課題解決型インターンシップ事業運営業務企画コンペ事前説明会参加申込書（様式１）

を平成２９年６月１６日（金）正午までに提出すること。 
 
(２)提出資料 

  ①平成２９年度課題解決型インターンシップ事業運営業務企画提案書（様式３）１部 
②企画書 ６部（Ａ４版） 

  ③見積書及び見積明細書 ６部 
  （ア）業務委託の積算内容が分かるように記載すること。 
  （イ）宛名は「高等教育コンソーシアム宮崎 会長 池ノ上 克」とすること。 
  ④業務スケジュール ６部 
  ⑤会社概要（既存のもの） ６部 
  ⑥業務実績（過去２年以内の国又は地方公共団体との契約実績） ６部 
 
(３)企画書の提出期限 

  平成２９年７月３日（月）午後５時まで（必着） 
 
(４)選定方法 

書面による審査方式とし、提出された企画案について下記の点を総合的に審査の上、決定する。 
  ・ 企画提案内容 
  ・ 本業務の実施に必要な組織体制 
  ・ 計画的な業務スケジュール 
  ・ 見積金額（費用積算内訳） 
 
(５)その他 

  ①本要領に関する疑義は、質問書（様式２）を電子メール又は持参により、平成２９年６月２３日（金）

正午まで受け付ける。なお、質問に対する回答内容は、事前説明会に参加した者全てに同様の内容

を提供するものとする。 
②提出された資料は返還しない。 

  ③企画提案に要する一切の費用は、各社負担とする。 
  ④採用された企画書は、協議の上、変更することがある。 
  ⑤選考結果については、全参加業者に文書にて通知する。 
  ⑥決定した業者と業務打合せを行い、委託契約を締結する。なお、契約手続に要する費用は業者負担

とする。 
  ⑦提案書等は提案者１者につき１提案のみ受け付けるものとし、提出後の書き換え、引き替え及び撤

回は認めないものとする。また、提出された書類は返還しないものとする。 
  ⑧虚偽の記載をした提出書等は、無効とする。 
  ⑨委託契約額の上限を超える提案書等は、無効とする。 
  ⑩参加資格要件を満たさない者又は委託先事業者を選定するまでの間に参加資格要件を満たさなくな

った者が提出した提案書等は、無効とする。 
 



７ 日程 

（１） 実施公告         平成２９年６月１２日（月） 
（２） 事前説明会参加申込締切  平成２９年６月１６日（金）正午まで 
（３）事前説明会        平成２９年６月１６日（金）午後３時から 

 （県庁１号館４階 総合政策部会議室） 
（４）質問書提出締切      平成２９年６月２３日（金）正午まで 
（５）企画書等提出期限     平成２９年７月３日（月）午後５時（必着） 
（６）選定結果通知       平成２９年７月上旬（予定） 

 
８ 契約の締結 

 (１）契約締結の手続きについて 

（ア）審査の結果、契約の相手方を決定したときは、高等教育コンソーシアム宮崎は、契約の相手方

から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを確認し、宮崎県財務規則（昭和３９年規則

第２号）に定める随意契約の手続により、契約書を取り交わすものとする。 
  （イ）契約に係る業務委託仕様書は契約の相手方が提出した企画提案書等をもとに作成するが、本業

務の目的達成のために必要と認められる場合には、高等教育コンソーシアム宮崎及び県と契約の

相手方との協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。 
 
（２）契約保証金について 

契約の相手方は、契約保証金として契約額の１００分の１０以上の額を、契約締結前に納付しな

ければならない。 
    ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は、その全部又は一部の納付を免除すること 

ができる。（宮崎県財務規則第１０１条第２項を準用。） 
①  保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 
②  過去２か年度の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上に
わたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがな

いと認められるとき。 
 
 (３）委託費の支払いについて 

    概算払いにより支払い、本業務の進捗及び実績に基づき精算する。その結果、委託業務の実施に

要する経費に変更が生じる場合は、委託契約の額を変更するものとする。 
 
９ 担当 

（１）高等教育コンソーシアム宮崎（事前説明会参加申込書及び質問票提出先） 

  担当：横山 
     所在地 〒８８０－０８０５ 宮崎市橘通東３丁目４番３６号 村武ビル 
     電 話 ０９８５－５５－０５５３（直通） 
     ＦＡＸ ０９８５－２２－８５１１ 
     E-mail conso@of.miyazaki-u.ac.jp 
 
（２）宮崎県（内容の問い合わせ先） 

総合政策部産業政策課産学官連携推進担当（担当：藤田、増田） 
    所在地 〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２丁目１０番１号  
    電 話 ０９８５－２６－７９６７（直通） 
    ＦＡＸ ０９８５－２６－００４７ 
    E-mail fujita-yoshiko@pref.miyazaki.lg.jp 
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